
 

 

資料１ 
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ウ　事業者活動の広域化への対応

イ　他の裁判外紛争解決機関の連携

ウ　適格消費者団体及び特定適格消費者団体と連携した取組

ア　危害・危険・事故情報の収集、調査及び発信

イ　商品テストの実施

（３）消費者事故への迅速な対応

ア　デジタル技術の飛躍への対応

ウ　市町村の相談・苦情処理体制の充実

オ　多重債務対策

ア　裁判外紛争解決の推進

エ　「消費生活相談」「消費者ホットライン（１８８）」の認知度向上

イ　相談・苦情処理体制の充実

ア　悪質事業者への処分・指導

（２）その他法令に基づく事業者指導 ア　事業者に対する指導の充実・強化

施策の柱２　適正取引と事業者指導の強化

（１）消費者取引の適正化

イ　被害情報の早期把握、被害拡大防止の取組

エ　勧誘手口の巧妙化等への対応

オ　リスクコミュニケーション等への参加の促進

エ　食品等に関する情報の提供

ウ　試験検査機関等との連携強化

施策の柱１　問題解決体制の充実

（１）消費者相談体制の充実

（２）紛争の適正な解決

（４）生活物資の安定供給 ア　価格・需給動向の調査及び監視

イ　生活物資の安定供給

ア　総合的な安全対策の推進（５）食品等の安全性の確保

イ　検査・監視体制の充実

ウ　安全・安心な食品の生産・供給

（３）表示・計量の適正化 ア　表示の適正化

イ　計量の適正化



 

 

  

ア　消費者の自主的活動の促進（２）消費者の組織活動の促進

ア　こども・若者への支援・普及啓発

イ　高齢者への支援・普及啓発

ウ　障害者への支援・普及啓発

エ　在留外国人・訪日外国人消費者への支援・普及啓発

イ　消費者団体の交流・連携の促進

ア　消費者の意見の県政への反映

イ　消費者と事業者等の交流促進

（３）多様な主体と連携した消費者教育の推進

ウ　NPO・ボランティアに対する活動促進・情報提供

（２）ライフステージに応じた消費者教育の推進

エ　高齢者等に対する消費者教育

施策の柱４　消費者教育の推進

ア　学習指導要領に基づく消費者教育の推進

（３）消費者意見の反映

イ　こども・若者に対する消費者教育

（１）市町村への情報提供・消費者教育の支援 ア　市町村への情報提供

イ　市町村の消費者教育の支援

ウ　デジタルリテラシーの向上

ウ　家庭における消費者教育や自主学習の支援

オ　生活科学センターのリニューアル

オ　カスタマーハラスメント防止対策

イ　法教育の推進

エ　食育の推進

ア　教育部門との連携の推進

（４）関係機関・団体、関係教育分野との連携 ア　金融・金銭教育の推進

エ　地域の担い手の育成及び資質向上

オ　事業者による消費者教育の支援

ウ　情報提供の機会拡充

イ　県消費生活支援センターの消費者教育の拠点機能の強化

（１）ぜい弱な消費者等への支援・普及啓発

施策の柱３　多様な「消費者のぜい弱性」を踏
まえた対応の充実



 

 

 

（１）人や地域・社会に配慮した消費行動の推進

（２）災害時の便乗行為等への対応

イ　緊急時に備えた自助の取組の推進

ア　環境教育の推進

ウ　災害時のデマへの対策

ア　緊急時の消費者行動の啓発　

ア　物資の備蓄

（１）緊急時に備えた消費者への啓発

ア　緊急時の価格動向等の調査

イ　災害に便乗した悪質商法の注意喚起

イ　脱炭素社会づくり、再生可能エネルギーの普及啓発

イ　エコ農業の推進

ウ　商店街活性化の支援

ア　エシカル消費の普及啓発

イ　食品ロスの削減

ウ　地産地消の推進

ア　消費者志向経営の推進

イ　３Rの推進

（２）人や地域・社会に配慮した事業活動推進の支
援

イ　災害時における生活物資等の調達体制の確立

施策の柱６　緊急時における消費者行動の
変化への対応

施策の柱５　持続可能な消費生活社会の実現

（３）環境への配慮

（３）災害時における生活物資等の確保


